
競争参加者の資格に関する公示 

 

 令和７年度隠岐海峡第２地区マウンド礁構造設計検討業務に係る設計共同体としての競争参加者の

資格（以下「設計共同体としての資格」という。）を得ようとする者の申請方法等について、次のと

おり公示します。 

 

令和７年８月 18 日 

 

                             支出負担行為担当官 

                             水産庁長官 藤田 仁司 

 

１ 業務概要 

（１）業 務 名     令和７年度隠岐海峡第２地区マウンド礁構造設計検討業務 

（２）業務内容  本業務は、隠岐海峡第２地区の我が国の排他的経済水域において特定漁港漁場整

備事業で整備するマウンド礁について、数値シミュレーション等による構造物諸

元の検討及び工事実施に必要な図面、数量計算等の作成を行うものである。 

（３）履行期間  契約締結日から令和８年３月 31 日までを予定している。 

 

２ 申請の時期 

  令和７年８月 18 日から令和７年８月 29 日までの毎日（行政機関の休日に関する法律（昭和６３

年法律第９１号）第１条に規定する行政機関の休日（以下「休日」という。）を除く。）１０時０

０分から１７時００分までと令和７年９月１日１０時００分から１５時００分まで（ただし、１２

時００分から１３時００分までの間を除く）。 

  なお、令和７年９月２日以降当該業務に係る技術提案書の提出の時まで（休日を除く。）におい

ても、随時、申請を受け付けるが、当該提出の時までに審査が終了せず、技術提案書を提出できな

いことがある。 

 

３ 申請の方法 

（１）申請書の入手方法 

      「競争参加資格審査申請書（建設コンサルタント等業務）」（以下「申請書」という。）は、

令和７年８月 18 日から令和７年 10 月９日までの毎日（休日を除く。）１０時００分から１７時

００分までと令和７年 10 月 10 日１０時００分から１２時００分まで（ただし、１２時００分か

ら１３時００分までの間を除く）。 

   〒１００－８９０７ 東京都千代田区霞が関１－２－１ 水産庁漁港漁場整備部事業課（ＴＥ

Ｌ 03-3502-8493）（メール jigyoka_nyukei@maff.go.jp）において設計共同体としての資格

を得ようとする者に交付する。 

（２）申請書の提出方法 

      申請者は、申請書に令和７年度隠岐海峡第２地区マウンド礁構造設計検討業務設計共同体協定

書の写しを添付し、電子メール等により提出すること。提出場所は上記（１）に示す申請書の交

付場所に同じ。 

（３）申請書等の作成に用いる言語 

      申請書及び添付書類は、日本語で作成すること。 

 

４ 設計共同体としての資格及びその審査 

    次に掲げる条件を満たさない設計共同体については、設計共同体としての資格がないと認定する。 

（１）組合せ 

      構成員の組合せは、次の条件に該当する者の組合せとするものとする。 

  ① 予算決算及び会計令（昭和２２年勅令第１６５号）第７０条及び第７１条の規定に該当しな

い者であること。 



  ② 農林水産本省における令和７・８年度「建設コンサルタント」に係る一般競争（指名競争）

参加資格において「Ａ等級」又は「Ｂ等級」の認定を受けていること。 

  ③ 水産庁長官から測量・建設コンサルタント等業務に関し指名停止を受けている期間中でない

こと。 

  ④ 競争参加者の資格に関する公示（令和７年３月 31 日付け農林水産省大臣官房参事官（経理））

に示す、「４ 競争に参加することができない者」に該当しない者であること。 

（２）業務形態 

  ① 構成員の分担業務が、業務の内容により、令和７年度隠岐海峡第２地区マウンド礁構造設計

検討業務設計共同体協定書において明らかであること。 

  ② 一つの分担業務を複数の企業が共同して実施することがないことが、令和７年度隠岐海峡第

２地区マウンド礁構造設計検討業務設計共同体協定書において明らかであること。 

（３）代表者要件 

      構成員において決定された代表者が、令和７年度隠岐海峡第２地区マウンド礁構造設計検討業

務設計共同体協定書において明らかであること。 

（４）設計共同体の協定書 

   設計共同体の協定書が、申請書の交付を受ける際に示された「令和７年度隠岐海峡第２地区マ

ウンド礁構造設計検討業務設計共同体協定書」によるものであること。 

 

５ 一般競争（指名競争）参加資格の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体の取扱い 

  上記４（１）②の認定を受けていない者を構成員に含む設計共同体も上記２及び３により申請を

することができる。この場合において、設計共同体としての資格が認定されるためには、上記４（１）

②の認定を受けていない構成員が上記４（１）②の認定を受けることが必要である。また、この場

合において、上記４（１）②の認定を受けていない構成員が、当該業務に係る技術提案書の提出の

時までに上記４（１）②の認定を受けていないときは、設計共同体としての資格がないと認定する。 

 

６ 資格審査結果の通知 

    「競争参加資格確認通知書」により通知する。 

 

７ 資格の有効期間 

    設計共同体としての資格の有効期間は、設計共同体としての資格の認定の日から当該業務が完了

するまでの日とする。ただし、当該業務に係る契約の相手方以外の者にあっては、当該業務に係る

契約が締結される日までとする。 

 

８ その他 

（１）設計共同体の名称は、「令和７年度隠岐海峡第２地区マウンド礁構造設計検討業務△△・××

設計共同体」とする。 


